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衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
平
成
二
十
一
年
度
特
別
交
付
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

特
別
交
付
税
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
、
地
方
交
付
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年

政
令
第
百
十
七
号
）
及
び
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
（
以
下
「
地
方
交
付
税

法
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
各
地
方
団
体
に
交
付
す
べ
き
額
を
算
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
度
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
平
成
二
十
二
年
三
月

十
六
日
の
交
付
額
決
定
に
先
立
ち
、
公
開
で
行
わ
れ
た
同
月
三
日
の
総
務
省
政
務
三
役
会
議
に
お
い
て
算
定
方
針
を
議
論
し
、

決
定
し
た
上
で
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
算
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
度
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
要
す
る
経
費
及

び
人
口
が
急
激
に
減
少
し
た
市
町
村
の
財
政
需
要
に
つ
い
て
、
新
た
に
算
定
項
目
に
追
加
す
る
等
の
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
基
準
は
、
地
方
交
付
税
法
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
団
体
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

一



い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
各
都
道
府
県
に
財
政
事
情
調
査
要
領
を
通
知
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

各
地
方
団
体
に
算
定
基
準
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

地
方
交
付
税
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
交
付
税
の
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
各
地
方
団
体
に
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
が
決
定
さ
れ
る
日

と
同
日
に
改
正
さ
れ
る
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
公
布
に
よ
り
、
地
方
団
体
に
対
し
て
も
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四
に
つ
い
て

過
疎
地
域
等
の
条
件
不
利
地
域
の
市
町
村
へ
の
特
別
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
附
則
第
二
十
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
過
去
二
十
年
間
の
人
口
減
少
率
が
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
普
通
交
付
税
の

額
が
財
政
需
要
に
比
し
て
過
小
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
財
政
需
要
に
比
し
て
過
小
な
額
と
し
て
総
務
大

臣
が
算
定
し
た
額
を
加
算
し
て
、
当
該
市
町
村
へ
の
交
付
額
を
算
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

二



平
成
二
十
二
年
度
の
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
過
疎
地
域
等
の
条
件
不
利
地
域
の
市
町

村
に
お
い
て
住
民
に
不
可
欠
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、
地
方
交
付
税
法
第
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
人

口
が
急
激
に
減
少
し
た
地
方
団
体
に
係
る
補
正
係
数
の
特
例
を
見
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
直
し
の
具
体
的
内
容

に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

補
助
金
等
の
一
括
交
付
金
化
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
の
段
階
的
実
施
に
向
け
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
に
お

い
て
現
在
検
討
中
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
地
方
交
付
税
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

七
に
つ
い
て

地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
国
家
財
政
と
と
も
に
健
全
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
地
域
主
権
戦
略
会

議
に
お
い
て
、
補
助
金
等
の
一
括
交
付
金
化
や
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
に
向
け
た
検
討
を
行
い
、
地
方
税
や
地
方
交
付
税

な
ど
の
地
方
団
体
が
自
由
に
使
え
る
財
源
の
充
実
強
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三


